
 

車両出入口部等の設置基準 
 
第１ 車両出入口部の設置基準 
 １ 車両出入口部は自動車の車道側から民地側への出入に必要な箇所及び幅を定めて、

歩道部を自動車荷重に耐えるように構造変更するもので自動車の利用状況に応じて次

の基準により設置する。ただし、設置に際して歩道を通行する歩行者、車椅子利用者

などの安全確保を最優先に考慮するものとする。 
（１）車両出入口の幅は民地側で車両出入可能な幅とし下表を標準とする。 
 

 出入口１箇所 
の場合 

出入口２箇所 
の場合 備 考 

車両出入口の幅 ６．０m 以下 ４．０m 以下 
乗用車の出入口は

4.0mを標準とする 
 
  （2）車両出入口の設置数は原則 1 箇所とする。敷地が十分広い場合は 2 箇所まで設置

可能とするが、出入口の間隔は十分に確保し、幅も４m 以内とする。 
（3）工場、倉庫、ガソリン給油所など大型車両の出入が予想される土地利用に係るも

ので、車両出入口の幅が上記（1）（2）の基準によりがたいときは車両の軌跡図等

により決定する。 
  （4）車道部に取り付ける角度は直角を原則とし、やむをえない場合でも 45 度以下と

してはならない。 
  （5）次に掲げる箇所には車両出入口部を設けてはならない。 
   （イ）横断歩道の中及び前後 5ｍ以内の部分。 

 （ロ）交差点及び交差点の停止線（停止線のない場合は側端又は道路の曲がり角）

から５ｍ以内の部分。ただしＴ字型交差点のつきあたりの部分を除く。 
（ハ）地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から前後５ｍ以内の部分 
（ニ）バスの停留場の標柱又は標示板から 10ｍ以内の部分 
（ホ）バス停車帯の部分 
（ヘ）道路の縦断勾配が 10％以上ある路面に接する箇所 
（ト）交通信号、道路照明柱、道路標識柱、防護柵などの施設を撤去し、又は移設

を必要とする箇所。ただし当該施設の管理者が撤去又は移設することに同意し

た場合を除く。 
（チ）交通量の少ない道路にも接し、市道（幹線道路）に出入りする必要の認めら

れない箇所 
（リ）橋の部分 
（ヌ）民地側に自動車を保管する場所がない箇所。 



 

 
２ 車両出入口部の舗装構成 

   車両出入口部の舗装構成は下表を標準とする。 
 

 

車 種 

アスファルト舗装構成 歩板材舗装 

密粒度 粗粒度 路盤 

（RC-40） 

ブロッ

ク等 
砂 

路盤材 

再生加熱 AC

安定処理 

路盤（RC-40） 

大型車 5 5+5 30 8 3 5 15 

中型車 5 5 25 8 3 5 15 

乗用車 5 － 25 8 3 5 15 

  ※中型車とは車両総重量 7.5ｔ以上 11ｔ未満、最大積載量 4.5ｔ以上 6.5ｔ未満または 
   定員 11 人以上 29 人未満とし、具体例としては一般的な 4ｔ・6ｔトラック、マイク 

 ロバスが該当する。 
 
 ３ その他の注意事項 

（1）交通安全対策 
     幅員が２ｍ以上ある歩道で、車両が車両出入口部以外の歩道上に進入するのを防

ぐ必要がある場合には、車止め等を車両出入口部に設置するなどの対策をとること。

なお、設置にあたっては、点字ブロックを設置するなど、歩行者の通行の支障にな

らないよう留意すること。 
（2）人孔の取扱い 

    車両出入口の設置部に人孔がある場合、管理者の承認を得て人孔の高さ調整を行

うこと。 
（3）側溝の取扱い 

官民境界沿いに側溝を設置する場合には、L 型側溝（肩高 5 ㎝）を標準とする。ま

た、U 型側溝設置個所について、側溝を横断する乗入については、指定する側溝蓋

（車道用ボルト固定式グレーチング）を設置すること。 
（4）排水施設 

歩道等面が低いために降雨時に水の溜まる恐れが生ずる場合は、雨水桝の設置等

排水に配慮した構造とすること。 
（5）民地の協力 

車両出入口の設置により、歩行者又は自転車の通行に支障をきたす場合には、当

該歩道等における民地側のすりつけ等の処置を行うこと。 
（6）縁石ブロック 



 

    歩車道境界に設置する縁石ブロックは、乗入箇所は乗入用ブロックの使用を基本

とする。 
（7）集水桝の改修 

     出入口部に桝が存在する場合は、桝を移設するか、車両の出入に耐えられるよう、

桝の改修もしくは移設を行うこと。 
  （8）土地利用に対する制約等 

     建替え等により自動車の保管場所が変更となる場合、従前の切下げ及び防護柵撤

去部分については復旧するものとする。 



 

車両出･ 入口の設置例 
１．セミフラット歩道 

 

歩道部 

歩道部 

有効幅員 
2m 以上確保 

段差 
5 ㎝（標準） 

段差 
5 ㎝（標準） 

有効幅員 
2m 以上確保 

横断勾配 2%以下 

横断勾配 2%以下 

1-2 路上施設帯がない場合 

1-1 路上施設帯がある場合 

2ｍ以上   １ｍ 

≪平面図≫ 

≪縦断面図≫ 

≪横断面図≫ 

≪平面図≫ 

≪縦断面図≫ 

≪横断面図≫ 

１ｍ    2ｍ以上 

１ｍ                           １ｍ 

区画線Ｗ=15cm ｔ=1.5mm 

区画線Ｗ=15cm ｔ=1.5mm 



 

２．マウントアップ歩道 

 
 

歩道部 

歩道部 

有効幅員 
2m 以上確保 

段差 
5 ㎝（標準） 

段差 
5 ㎝（標準） 

有効幅員 
2m 以上確保 

横断勾配 2%以下 

横断勾配 2%以下 
15%以下 

15% 
以下 

2-2 歩道幅員が 2ｍ以上（路上施設帯がない場合） 

2-1 歩道幅員が 2ｍ以上（路上施設帯がある場合） 

≪平面図≫ 

≪平面図≫ 

≪縦断面図≫ 

≪横断面図≫ 

≪横断面図≫ 

≪縦断面図≫ 

2ｍ以上   １ｍ １ｍ  2ｍ以上 

１ｍ                           １ｍ 

区画線Ｗ=15cm ｔ=1.5mm 

区画線Ｗ=15cm ｔ=1.5mm 



 

 
 
※ 縦断すりつけ部の勾配は、５％以下とする。 

ただし、沿道状況などを勘案して、やむを得ない場合には、８％以下とすることができ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(民地側) 

歩道部 

段差 
5 ㎝（標準） 

有効幅員 
1m 以上確保 

横断勾配 2%以下 

縦断勾配 5%以下 

2-3 歩道幅員が 2ｍ未満 

≪平面図≫ 

≪縦断面図≫ 

≪横断面図≫ 

１ｍ                           １ｍ 
縦断勾配 5%以下 

区画線Ｗ=15cm ｔ=1.5mm 



 

第２ 道路の法面埋立、切土等の取扱いについて 
   法面埋立、切土等の承認については次の各号に掲げるところによらなければならな

い。 
(1) 盛土、切土の施行高及び縦断勾配は原則として当該道路の勾配に合わせること。 
(2) 官民境界が明確でない箇所の出願工事については境界明示又は境界確定を行った

後承認し、その起終点及び折線点に所定の境界石を配置すること。 
(3) 出願工事により境界が不明になる場合は工事完成後担当職員が立会の上官民境界

石を配置させるものとする。 
(4) 出願工事箇所で側溝設置を必要とする場合は申請者の費用で官民境界沿いの官地

側にＵ型、L 型等の道路排水可能な側溝を設置すること。 
 
（附則） 

  この基準は、令和２年４月１日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


